
 
 

                                                 
     
 

           
 

 

☆ ☆ ☆ 今 月 の 税 務 メ モ ☆ ☆ ☆ 
 
１１１１．．．．１月分源泉所得税の納付   納付期限・・・・・・２月１０日 

２２２２．．．．１２月決算法人の確定申告（法人税・消費税・法人事業税・法人住民税）   申告期限・・・・・・２月２８日 

３３３３．．．．６月決算法人の中間申告（法人税・消費税・法人事業税・法人住民税）  申告期限・・・・・・２月２８日 
４４４４．．．．３月・６月・９月決算法人の消費税中間申告   申告期限・・・・・・２月２８日 
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体制が変わりました！ 

先月もお知らせしましたが、浜平税理士事務所と塩野税理士事務所が合併し税理士法人を創立し、１

月６日に登記登録等完了しました。今後は「日本橋税理士法人 Ｈ＆Ｓパートナーズ」として皆様のご

要望に全力で応え、ご奉仕に万全を期して努力致しますので、皆様方のご指導ご鞭撻をどうぞよろしく

お願い申し上げます。 

また、創立に伴い、先月まではお配りしていた毎月のニュースタイトルは「浜平税理士事務所Ｎｅｗ

ｓ」でしたが、今月号より「日本橋税理士法人Ｎｅｗｓ」に変更しますのでこちらもどうぞよろしくお

願いいたします。 

 

源泉徴収事務に関するお願い 

２５年末まで当税理士事務所へお支払いいただいた報酬金額については所得税及び復興特別所得税の

源泉徴収が必要でしたが、２６年からは法人化したため、源泉徴収の必要はなくなります。 

具体的な仕訳処理としては以下の通りとなります。 

 

【例】毎月１０万円（税抜）の税理士報酬に関する仕訳処理（税込経理） 

（１）２５年まで 

①報酬支払い時における処理 

（支払手数料）１０５，０００  （現金預金） ９４，７９０ 

                （預り金）  １０，２１０ 

②源泉税支払時における処理 

（預り金） １０，２１０    （現金預金） １０，２１０ 

 

（２）２６年より 

①報酬支払い時における処理 

（支払手数料）１０５，０００  （現金預金）１０５，０００ 

②源泉税支払時における処理 

預かっているお金がないため、仕訳不要です。 

  


